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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和７年７月２５日（令和７年（行個）諮問第２１１号） 

答申日：令和８年２月１６日（令和７年度（行個）答申第２０５号） 

事件名：特定職員との面談時に本人が提出した文書等の不開示決定（不存在）

に関する件 

 

 

答 申 書 
 

第１ 審査会の結論 

   別紙に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人

情報」という。）につき、これを保有していないとして不開示とした決定

は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）７６条１項の規定に基づく開示請求に対し、令和７年３月６日付け

埼労発基０３０６第４号により埼玉労働局長（以下「処分庁」という。）

が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について、その取消しを

求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書によると、以下の

とおりである。 

令和２年特定月日、特定労働基準監督署の特定職員から労災の事実確認

の面談を受け、審査請求人の勤務先（特定会社）が金銭の損失を伴う「有

印私文書偽造」をしてしまった特定休暇の写しを特定職員は手にし、偽造

を認める発言をしているにも関わらず、聴取書にも書くこともなく、手渡

した偽造された資料が労災の調査に採用されていないのは疑わしい事から、

それらの文章が開示できないとなると、すでにメディアで報じられている

ように、特定会社と労働行政との関係を疑わざるを得なくなる。よって、

行政として中立な立場で労災の調査をしたのであれば、こちらは裏付ける

音声データ（特定職員が発した録音データ）を提出しているのだから正直

に開示すべきである。 

そもそも、特定職員による不適切発言など、埼玉労働局が謝罪する事態

になっている案件なのだから、これ以上の嘘や隠し事はやめていただきた

い。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 
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（１）審査請求人は、開示請求者として、令和７年１月１０日付け（同日受

付）で、処分庁に対し、法７６条１項の規定に基づき、本件対象保有個

人情報に係る開示請求をした。 

（２）これに対し、処分庁が原処分をしたところ、審査請求人は、これを不

服として、令和７年３月２４日（同月２５日受付）で本件審査請求をし

た。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については、原処分は妥当であり、棄却すべきものと考え

る。 

３ 理由 

（１）対象保有個人情報の特定について（略） 

（２）原処分の妥当性について 

ア 審査請求人は、審査請求書において、「行政として中立な立場で調

査をしたのであれば、開示すべき」という旨を主張している。 

イ 審査請求人の主張を踏まえ、諮問庁にて処分庁に改めて確認したと

ころ、処分庁において、本件対象保有個人情報について、事務処理上

作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないことが認められ

た。 

ウ 小括 

上記ア及びイのとおり、本件対象保有個人情報を保有していないと

した、原処分は妥当である。 

４ 結論 

よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべ

きである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和７年７月２５日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 令和８年１月２７日  審議 

④ 同年２月９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

  本件開示請求は、本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり、処

分庁は、本件対象保有個人情報を保有していないとして不開示とする原処

分を行った。 

これに対し、審査請求人は本件対象保有個人情報の開示を求めており、

諮問庁は、原処分を妥当であるとしていることから、以下、本件対象保有

個人情報の保有の有無について検討する。 
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２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）本件対象保有個人情報は、（ⅰ）審査請求人が特定労働基準監督署の

特定職員に提出している、勤務先（特定会社）が偽造した特定休暇の写

し、及び（ⅱ）偽造されたことを訴えている箇所の聴取資料である。 

（２）審査請求人は、審査請求書（上記第２の２）において、特定休暇の写

しを特定職員は手にし、偽造を認める発言をしているにもかかわらず、

聴取書にも書くこともなく、手渡した偽造された資料が労災の調査に採

用されないのは疑わしいなどとし、正直に開示すべきと主張する。 

（３）諮問庁は、理由説明書（上記第３の３（２））において、審査請求人

の主張を踏まえ、諮問庁にて処分庁に改めて確認したところ、処分庁に

おいて、本件対象保有個人情報について、事務処理上作成又は取得した

事実はなく、実際に保有していないことが認められ、本件対象保有個人

情報を保有していないとして不開示とした原処分は妥当である旨を説明

する。 

（４）また、当審査会事務局職員をして説明を求めさせたところによると，

諮問庁は、おおむね以下のとおり説明する。 

ア 本件対象保有個人情報のうち、上記（１）の（ⅰ）の特定会社が偽

造したとされる特定休暇の写しは、審査請求人から特定労働基準監督

署に提出されていない。さらに、特定労働基準監督署にて事務室・書

庫等を探索したが、特定休暇の写しは確認できなかった。 

イ 本件対象保有個人情報のうち、上記（１）の（ⅱ）の偽造されたこ

とを訴えている箇所の聴取資料については、令和２年特定月日に行わ

れた審査請求人からの聴取について、その内容を記録した聴取書はあ

るものの、当該聴取書に審査請求人が文書偽造されたことを訴えた旨

の記載はない。 

（５）審査請求人は、審査請求書（上記第２の２）において種々主張するが、

埼玉労働局において本件対象保有個人情報を保有しているとする具体的

な根拠や、それを裏付ける又はうかがわせる事情を示しているとまでは

いえない。 

そうすると、審査請求人の主張によっても、上記（３）及び（４）の

諮問庁の説明が不自然、不合理であると認めるに足りる事情はなく、そ

のほかこれを覆すに足りる特段の事情を認めることもできない。 

（６）したがって、埼玉労働局において本件対象保有個人情報を保有してい

ないとする諮問庁の説明は、是認せざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 
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  以上のことから、本件対象保有個人情報につき、これを保有していない

として不開示とした決定については、埼玉労働局において本件対象保有個

人情報を保有しているとは認められず、妥当であると判断した。 

（第３部会） 

 委員 稲山文男、委員 久末弥生、委員 芳仲美惠子 
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別紙 

令和２年特定月日、特定労働基準監督署の特定職員から事実確認の面談

を受けた際、特定職員に提出している、勤務先（特定会社）がパワハラと

並行して金銭の損失を伴う「有印私文章偽造」をしてしまった特定休暇の

写し、「有印私文章偽造」された事を訴えている箇所の聴取資料の開示を

求める。 


